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 2022年度の風しん予防接種費用助成の申請期限は3月末まで 

  対  風しん抗体検査の結果、HI法によ
る風しん抗体価が16倍以下（EIA法で
8.0未満）で以下の要件のいずれかを
満たす方
・妊娠を希望している女性
・妊娠を希望している女性の同居者
（パートナーなど）
・妊婦の同居者（パートナーなど）
【対象予防接種】2022年度に接種した
風しんワクチン、または麻しん風しん
（MR）混合ワクチン
【助成額】対象者が負担した額（上限
4,000円）
【必要書類】申請書、請求書（市ホーム
ページからもダウンロード可）、医療
機関からの領収書、風しん抗体検査の
結果が記載されている書類
  申  3月31日（必着）までに持参または
郵送で感染症対策課へ  問  感染症対策
課予防接種相談電話（☎372-0700）

 「特定不妊治療費助成事業」終了のお知らせ  

令和4年4月からの不妊治療の保険
適用に伴い、令和4年度の経過措置で
ある、年度をまたぐ１回の治療に対す
る助成の申請受付は、令和5年4月28
日（金）までとなります。対象者や助成
内容等について詳しく
は、市ホームページへ。
右記QRコードから確
認できます。
  （子ども政策課　☎328-2156）

 
新型コロナウイルス感染症の
影響による国民健康保険料の
減免のお知らせ

 

新型コロナウイルス感染症の影響
により、主たる生計維持者の収入が減
少した世帯に対し、国民健康保険料の
減免制度があります。
  対  事業収入等に一定以上の減少が見
込まれ、次の①～③すべてに該当する
世帯
①令和4年中の事業収入等のいずれ
かが、令和3年中に比べて10分の3
以上減少する見込みであること
②主たる生計維持者の令和3年の合
計所得金額が1,000万円以下であ
ること
③主たる生計維持者の減少すること
が見込まれる事業収入等に係る所
得以外の令和3年の所得の合計額
が400万円以下であること
提出期限：令和5年3月
31日消印有効
減免には申請が必要
です。詳しくは市ホー
ムページへ。
  （国保年金課　☎328-2290）

 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給のお知らせ  

新型コロナウイルス感染症に感染、
または発熱等の症状があり感染が疑わ
れることにより、療養のために仕事が
できなかった期間で一定の要件を満た
した場合、傷病手当金を支給します。申
請には事業主等の証明が必要です。
  対  次の4つの条件をすべて満たす方
①給与の支払いを受けている熊本市
国民健康保険の加入者であること
②新型コロナウイルス感染症に感染
し、または発熱等の症状があり感染
が疑われることにより、療養のため
に労務に服することができなく
なったこと
③3日間連続して仕事を休み、4日目
以降にも休んだ日があり、4日目が
令和2年1月1日から令和5年3月
31日までの間に属すること（3日連
続して休んだ日には、公休日・有休
日を含む）
※期限については延長の可能性が
あります。

④給与等の支払いを受けられないか、
一部減額されて支払われているこ
と
申請方法など詳しく
は、市ホームページま
たは電話でこくほ・こ
うきコールセンター
（☎326-5900）へ。
  （国保年金課　☎328-2290）

 令和5年度分福祉タクシー利用券・燃料費助成券の交付を郵送で受け付けます 

令和4年度に福祉タクシー利用券・
燃料費助成券の交付を受けている方
で、交付の条件を満たす方には申請書
を送付します。
■福祉タクシー利用券
  対  身体障害者手帳1・2級、療育手帳
A1・A2（令和5年度以降も有効）、精神
障害者保健福祉手帳1・2級（令和5年
度以降も有効）のいずれかをお持ちで、
所得税非課税の方
必要書類：交付申請書
■燃料費助成券
  対  一人で外出できない在宅の療育手
帳A1・A2（令和5年度以降も有効）を
お持ちで、所得税非課税の方 ※おで
かけICカードおよび福祉タクシー利
用券の交付を受けている方は対象外。
必要書類：交付申請書、同居の家族等
が所有する自動車の車検証の写し
【共通】  申  4月28日までに必要書類を
郵送で〒860-8601障がい保健福祉
課へ
※5月1日以降は、区役所福祉課、総合
出張所で窓口交付も行います。
※郵送受付後、簡易書留郵便で発送し
ます。
3月13日までに受付：3月30日まで
に発送
3月14日以降に受付：順次発送
※4月1日から利用希望の方は、3月
13日（必着）までに郵送申請をお願
いします。
  問  福祉タクシー利用券・燃料費助成
券交付窓口（☎274-8807）

 ひきこもりについてお悩みではありませんか  

①ひきこもり家族教室
  日  3月13日（月）午後1時半～3時
半  場  ウェルパルくまもと  内  利用
できるサービスの紹介  師  ひきこも
り支援センター職員  対  ひきこもり
のことでお悩みのご家族  申  初めて
の方は要予約
②ひきこもり出張型支援
  期  東区3月1日、南区3月8日、西区
3月15日、北区3月22日  場  区役
所  対  ひきこもりのことでお悩みの
本人または家族  申  初めての方は要
予約
詳しくは電話またはホームページ

（ http：//www.kumamoto-link.
com/）で熊本市ひきこもり支援セン
ター「りんく」（☎366-2220 平日午
前9時～午後4時）へ。

 自死遺族家族ミーティング  
  日  3月23日（木）午後2時～4時  場  熊
本県精神保健福祉センター（東区月出
3丁目1-120）  内  大切な方を自死（自
殺）で亡くされた方々が安心して心の
内をお話しできる場  申  当日直接会場
へ（初めての方はお電話ください） ※
電話・面談での個別相談（予約制）も
行っています。  問  こころの健康セン
ター（平日午前9時～午後4時）
（こころの健康センター　☎362-8100）

 身近な「食」で取り組むSDGs 

  （健康づくり推進課　☎361-2145）

行事食で
食文化を守り、伝える 
季節ごとの行事やお祝いの日に食べる行事食には、食べ
物への感謝や、豊作、健康などの願いが込められています。
行事の日には、旬のものを食べて季節感を味わうこと
もできます。
食文化を守り、伝えることは、食料自給率の向上にも
つながり持続可能な食に貢献します。
　1年の主な行事食
1月1日  お正月  おせち、お雑煮
3月3日  桃の節句  ひし餅、ちらしずし
5月5日  端午の節句  かしわ餅、ちまき
7月7日  七夕  そうめん
12月  冬至  かぼちゃ

食べ物、
捨てていませんか？ 
「買いすぎ、作りすぎ」は「食べすぎ、食べ残し」につながります。
「食べすぎ」は健康を害し、「食べ残し」は「食品ロス（廃棄）」に。
　食品ロスを防ぐために
・買い物前に、冷蔵庫の中を確認
・買い物リストを使ってお買い物
・「作りすぎない」意識をもって、料理する習慣を

減塩で
生活習慣病を予防 
日本人の平均的な食塩摂取量は1日あたり10.1gです。
食塩の摂りすぎは、高血圧など生活習慣病の要因とな
ります。
目標は、現在の摂取量から－2g。できることからはじ
めましょう。
　減塩のコツ
・ 昆布やかつお節などのうま味、レモンやカボスなどの
酸味、しょうがやにんにくなどの香味を利用する
・ソースやしょうゆは、「かける」より「つける」
・栄養成分表示を見て、食塩量を確認する
・減塩調味料を利用する

食生活が自然の
恩恵の上にある
ことを意識し、1
日3食バランスよ
く食べましょう。


